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栃木県告示第232号

都市再開発法（昭和44年法律第38号）第11条第１項の規定により市街地再開発組合の設立を認可したので、

同法第19条第１項の規定により次のとおり公告する。

平成17年３月29日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

１　組合の名称

宇都宮馬場通り中央地区市街地再開発組合

２　事務所の所在地

宇都宮市馬場通り４丁目１番10

３　事業施行期間

平成17年３月29日から平成20年３月31日まで

４　施行地区

宇都宮市馬場通り４丁目１番１外19筆

５　設立認可の年月日

平成17年３月22日

６　事業年度

毎年４月１日から翌年３月31日まで

７　公告の方法

組合の事務所の掲示場への掲示

８　権利変換を希望しない旨の申出をすることができる期限

平成17年４月27日

（建 　 築 　 課）


